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告 示

北海道告示第162号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、知内土地改良区から、
次のとおり役員の退任の届出があった。
　　平成26年３月４日

北海道知事　高　橋　はるみ
退任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
平成26. 2.18 理 事 笠　松　　　彰 上磯郡知内町字重内33番地330

北海道告示第163号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条第１項の規定により、次の地区について道営
土地改良事業の土地改良事業計画を定めた。
　その関係書類は、平成26年３月５日から20日間、一般の縦覧に供する。
　　平成26年３月４日

北海道知事　高　橋　はるみ
地区名 事 業 の 種 類 縦 覧 場 所
京極南 農業用用排水施設、区画整理 北海道空知総合振興局
越前西 同 同
西川西 同 同
西川南 同 同

北海道告示第164号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条の３第１項の規定により、次の地区について
道営土地改良事業の土地改良事業変更計画を定めた。
　その関係書類は、平成26年３月５日から20日間、一般の縦覧に供する。
　　平成26年３月４日

北海道知事　高　橋　はるみ
地 区 名 事 業 の 種 類 縦 覧 場 所
富 岡 中山間地域総合整備（農業用用排水施設、区画整理、客土、暗渠

きよ

排水） 北海道後志総合振興局
羊蹄京極 同　　　　　　　　（農業用用排水施設、農業用道路、区画整理、客土、暗渠排水、農用地改良保全） 同

北海道告示第165号
　森林法（昭和26年法律第249号）第33条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する予定である。
　　平成26年３月４日

北海道知事　高　橋　はるみ
１　指定施業要件変更予定保安林　　登別市（次の図に示す部分に限る。）
　　の所在場所
２　保安林として指定された目的　　水源の涵

かん

養
３　変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
　⑴　立 木 の 伐 採 の 方 法
　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。
　　イ 　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町

村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種　　次のとおりとする。
　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道胆振総合振
興局産業振興部林務課及び登別市役所に備え置いて縦覧に供する。）
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北海道告示第166号
　土地収用法（昭和26年法律第219号）第20条の規定により、次のとおり事業の認定をした。
　　平成26年３月４日

北海道知事　高　橋　はるみ
１　起 業 者 の 名 称　　知内町
２　事 業 の 種 類　　木質チップ製造工場建設事業
３　起 業 地
　⑴　収 用 の 部 分　　上磯郡知内町字重内地内
　⑵　使 用 の 部 分　　なし
４　事業の認定をした理由　 　次のとおり（「次のとおり」は省略し、北海道建設部総務課

及び知内町役場に備え置いて、一般の縦覧に供する。）
５　起業地を表示する　　知内町役場
　　図 面 の 縦 覧 場 所

北海道告示第167号
　次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
　なお、この入札に係る調達は、1994年４月15日マラケシュで作成された政府調達に関する
協定の適用を受ける。
　　平成26年３月４日

北海道知事　高　橋　はるみ
１　入札に付する事項
　⑴　調達をする特定役務の名称及び数量
　　 　北海道土木工事設計積算電算システムASPサービス（以下「ASPサービス」とい

う。）提供業務　一式
　⑵　調達をする特定役務の仕様等　　入札説明書及び調達仕様書による。
　⑶　契 約 期 間　 　契約締結日から平成32年３月31日まで。ただし、予算の範囲

内で、当該契約期間を変更することがあり得る。
　⑷　履 行 場 所　　北海道建設部建設政策局建設管理課積算管理グループ
２　入札に参加する者に必要な資格
　 　単独企業、単独法人又は共同企業体であって、資格要件は次のとおりとし、いずれにも
該当すること。
　⑴　単独企業及び単独法人の要件
　　ア 　平成25年北海道告示第３号又は平成26年北海道告示第11号に規定する情報システム

の開発の資格を有すること。
　　イ　道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。

　　ウ 　暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されてい
ないこと。

　　エ　当調達の入札に参加する共同企業体の構成員でないこと。
　　オ 　中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号）、中小企業団体の組織に関する法

律（昭和32年法律第185号）又は商店街振興組合法（昭和37年法律第141号）の規定に
基づき設立された組合又はその連合会（以下「中小企業組合等」という。）の場合、
当該組合の組合員は、当調達の入札に参加する単独企業、単独法人又は共同企業体の
構成員でないこと。

　　カ 　過去５年間（平成21年から平成25年まで）に、国、都道府県又は地方自治法（昭和
22年法律第67号）第252条の19第１項に規定する都市（以下「指定都市」という。）
において土木積算システムに関する業務を履行した実績を有すること。

　　キ 　一般財団法人日本情報経済社会推進協会が認定した機関が行う情報セキュリティマ
ネージメントシステム（ISMS）適合性評価の認定を取得していること。

　⑵　共同企業体の要件
　　ア 　全ての構成員が、平成25年北海道告示第３号又は平成26年北海道告示第11号に規定

する情報システムの開発の資格を有すること。
　　イ　全ての構成員が、⑴のイ及びウの要件を満たしていること。
　　ウ　構成員の数は、２社又は３社とする。
　　エ　全ての構成員の出資比率は、原則として均等割の10分の６以上とする。
　　オ 　構成員は、当調達の入札に参加する単独企業、単独法人又は他の共同企業体の構成

員でないこと。
　　カ 　当調達の入札に参加する共同企業体の構成員が中小企業組合等の場合、当該組合の

組合員は、当調達の入札に参加する単独企業、単独法人又は他の共同企業体の構成員
でないこと。

　　キ 　全ての構成員は、過去５年間（平成21年から平成25年まで）に、国、都道府県又は
指定都市において土木積算システムに関する業務を履行した実績を有すること。

　　ク 　当調達の入札に参加する共同企業体の全ての構成員は、一般財団法人日本情報経済
社会推進協会が認定した機関が行う情報セキュリティマネージメントシステム
（ISMS）適合性評価の認定を取得していること。

３　条件付一般競争入札参加資格の審査
　⑴ 　この入札は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「政令」という。）第

167条の５の２の規定による条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする
者は、アからウまでに定めるところにより、２の⑴のエからキまで及び２の⑵のウから
クまでに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。

　　ア　申 請 の 時 期　 　平成26年３月５日から同月17日まで（日曜日及び土曜日を除
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く。）の毎日午前９時から午後５時まで
　　イ　申 請 の 方 法　 　申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな

ければならない。
　　ウ　申請書類の提出先　　郵便番号 060－8588　札幌市中央区北３条西６丁目
　　　　　　　　　　　　　　北海道建設部建設政策局建設管理課積算管理グループ
　⑵　審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４　契約条項を示す場所
　　北海道建設部建設政策局建設管理課積算管理グループ
５　入札執行の場所及び日時
　⑴　入 札 場 所　 　札幌市中央区北３条西６丁目　北海道庁本庁舎10階建設部Ｂ

会議室（送付による場合は、郵便番号 060－8588　札幌市中央
区北３条西６丁目　北海道建設部建設政策局建設管理課積算管
理グループ）

　⑵　入 札 日 時　 　平成26年５月20日　午前10時（送付による場合は、同月19日
までに必着）

　⑶　開 札 場 所　　⑴に同じ。
　⑷　開 札 日 時　　⑵に同じ。
６　入 札 保 証 金
　　平成16年北海道告示第448号の１の⑴による。
７　入札説明書の交付に関する事項
　⑴　交 付 場 所　　４に同じ。
　⑵　交 付 方 法　　⑴の場所で交付する。
　　　　　　　　　　　　　 　なお、北海道建設部建設政策局建設管理課のホームページ

（http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk）においてダウンロ
ードすることができる。

８　落札者の決定方法及び契約書作成の要否
　　落札者の決定方法は次によることとし、契約書の作成は要する。
　⑴　入札方法及び落札者の決定
　　 　この入札は、政令第167条の10の２に規定する総合評価一般競争入札の方法によるの

で、入札に参加しようとする者は、ASPサービス提供業務総合評価提案内容評価表で指
示している提案事項を記載した技術提案書を提出し、審査の結果、適正と認められた者
は、入札書を提出しなければならない。

　　 　また、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者のうち、同条第３項の規定
による落札者決定基準により、価格及びその他の条件が最も有利なものをもって入札し
た者を落札者とする。

　　 　なお、開札において、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者及びその
入札価格のみを発表することとするが、落札者は、落札者決定基準に基づき総合評価の
上、後日決定し、当該落札者及びその他の入札者に対し通知する。

　⑵　落札者決定基準
　　　ASPサービス提供業務落札者決定基準による。
９　落札者と契約の締結を行わない場合
　 　落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を
講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。

10　そ の 他
　 　平成16年北海道告示第448号の４の⑵、⑷、⑺から⑼まで及び⑾から⒀までによるほか、
次による。

　　契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
　⑴　名 称　　北海道建設部建設政策局建設管理課積算管理グループ
　⑵　所 在 地　　札幌市中央区北３条西６丁目
　　　　　　　　　　　　　　電話番号 011－204－5590
11　Summary
　Ａ　Nature and quantity of the services to be procured :
　　　 A set of ASP (Application Service Provider) service for integrating and computing 

public works and design
　Ｂ　Bid tendering date and time : 10 : 00 A.M., May 20, 2014
　　　(If mailed, bids must arrive no later than May 19, 2014)
　Ｃ　 Contact : Construction Management Division, Bureau of Construction Policy, 

Department of Construction, Hokkaido Government, Kita 3-jo Nishi 6-chome, Chuo-
ku, Sapporo 060-8588 Japan

　　　Phone : 011-204-5590

北海道告示第168号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変
更し、同条第２項の規定により道路の供用を開始する。
　その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び北海道オホーツク総合振興局網走建設管
理部に備え置いて、告示の日から２週間、一般の縦覧に供する。
　　平成26年３月４日

北海道知事　高　橋　はるみ
１　道路の種類　　道道
２　路　線　名　　福住女満別線
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３　道路の区域
区 間 変更前後の別 敷地の幅員 延 長 国道等との重複区間 
網走郡美幌町字福住130番１地先から 前 16.61mから 118.84m ――同郡美幌町字福住131番１地先まで 30.11mまで

前 23.09mから 105.47m ――39.39mまで

後
23.09mから

105.47m ――39.39mまで

総合振興局告示及び振興局告示

北海道渡島総合振興局告示第34号
　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の５第１項の規定により、一般競争入
札に参加する者に必要な資格を定めた。
　　平成26年３月４日

北海道渡島総合振興局長　中　西　猛　雄
１　資格及び調達をする物品等の種類
　 　平成26年度において道が締結しようとする⑴に定める契約に係る一般競争入札に参加す
る者に必要な資格は、⑵に定めるものとし、当該契約により調達をする地方公共団体の物
品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号）第２条第２号
に規定する物品等の種類は⑶に定めるものとする。
　⑴　契 約　 　平成26年３月４日に一般競争入札の公告を行う厚沢部川広域

河川改修工事（基栄橋）仮設材賃貸借契約
　⑵　資 格　 　厚沢部川広域河川改修工事（基栄橋）仮設材賃貸借契約に関

する資格（以下「資格」という。）
　⑶　物 品 等 の 種 類　　厚沢部川広域河川改修工事（基栄橋）仮設材
２　資 格 要 件
　　平成16年北海道告示第447号の１の⑴、⑶及び⑸から⑻までによる。
３　資格審査の申請の時期及び方法
　⑴　申 請 の 時 期　 　資格審査の申請は、平成26年３月４日から同月25日まで（日

曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第
178号）に規定する休日を除く。）の毎日午前９時から午後５
時までの間にしなければならない。

　⑵　申 請 の 方 法　 　資格審査の申請は、次に掲げる申請書類の提出先に、当該提
出先の指示により作成した申請書類を提出することにより行わ
なければならない。

　　ア　提 出 先 の 名 称　　北海道渡島総合振興局函館建設管理部建設行政室建設行政課
　　イ　提出先の所在地　　函館市美原４丁目６番16号
４　資格審査の再申請並びに資格の有効期間及び当該期間の更新手続並びに資格の喪失
　 　平成16年北海道告示第447号の３の⑴のア、ウ及びエ、⑵、４の⑴及び⑶並びに５の⑴
による。

北海道渡島総合振興局告示第35号
　次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
　なお、この入札に係る調達は、1994年４月15日マラケシュで作成された政府調達に関する
協定の適用を受ける。
　　平成26年３月４日

北海道渡島総合振興局長　中　西　猛　雄
１　入札に付する事項
　⑴　調達をする物品等の名称及び数量
　　ア　名　称　　厚沢部川広域河川改修工事（基栄橋）仮設材
　　イ　数　量　　仮橋　Ｌ＝61.0ｍ
　⑵　調達をする物品等の仕様等　　入札説明書及び公示用設計書による。
　⑶　契 約 期 間　　平成26年４月25日から平成27年３月31日まで
　⑷　納 入 場 所　　檜山郡厚沢部町字冨栄
２　入札に参加する者に必要な資格
　 　平成26年北海道渡島総合振興局告示第34号に規定する厚沢部川広域河川改修工事（基栄
橋）仮設材賃貸借契約に関する資格を有すること。

３　契約条項を示す場所
　　北海道渡島総合振興局函館建設管理部建設行政室建設行政課
４　入札執行の場所及び日時
　⑴　入 札 場 所　 　函館市美原４丁目６番16号　北海道渡島合同庁舎３階301号

会議室（送付による場合は、 郵便番号 041－8558　北海道渡島
総合振興局函館建設管理部建設行政室建設行政課）

　⑵　入 札 日 時　 　平成26年４月15日　午後２時（送付による場合は、同月14日
までに必着）

　⑶　開 札 場 所　　⑴に同じ。
　⑷　開 札 日 時　　⑵に同じ。
５　入 札 保 証 金
　　平成16年北海道告示第448号の１の⑴による。
６　入札説明書の交付に関する事項
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　⑴　交 付 場 所　　３に同じ。
　⑵　交 付 方 法　　⑴の場所で交付する。
　　　　　　　　　　　　　 　なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る

返信用封筒（宛先を明記したもの）及び重量100グラムに見合
う郵便料金に見合う郵便切手又は国際返信切手券を添えて、契
約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。

　　　　　　　　　　　　　 　また、北海道渡島総合振興局のホームページ（http://www.
oshima.pref.hokkaido.lg.jp/kk/hkk/index.htm）においてダウン
ロードすることができる。

７　落札者の決定方法及び契約書作成の要否
　　平成16年北海道告示第448号の２の⑵のア及び３の⑴による。
８　落札者と契約の締結を行わない場合
　 　落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を
講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
９　そ の 他
　 　平成16年北海道告示第448号の４の⑵、⑷、⑺から⑼まで、⑿及び⒀によるほか、次に
よる。
　　契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
　⑴　名 称　　北海道渡島総合振興局函館建設管理部建設行政室建設行政課
　⑵　所 在 地　　郵便番号 041－8558　函館市美原４丁目６番16号
　　　　　　　　　　　　　　電話番号 0138－47－9608
10　Summary
　Ａ　Nature and quantity of the products to be procured : Temporary bridge 61.0m
　Ｂ　Bid tendering date and time : 2 : 00 P.M., April 15, 2014
　　　(If mailed, bids must arrive no later than April 14, 2014)
　Ｃ　 Contact : Constructional Administration Division, Office of Constructional 

Administration, Hakodate Department of Public Works Management, Oshima 
General Subprefectual Bureau, Hokkaido Government Mihara 4-chome, 6-16, 
Hakodate, Hokkaido 041-8558 Japan

　　　Phone : 0138-47-9608

道 人 事 委 員 会 規 則

　職員の任用の方法及び手続に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　平成26年３月４日

北海道人事委員会委員長　中　澤　義　則
北海道人事委員会規則６－45
　　　職員の任用の方法及び手続に関する規則の一部を改正する規則
　職員の任用の方法及び手続に関する規則（北海道人事委員会規則６－０）の一部を次のよ
うに改正する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

一般行政Ａ
教育行政Ａ
警察行政Ａ
環境科学Ａ
社会福祉Ａ
農業Ａ
水産Ａ
林業Ａ
総合土木Ａ
建築Ａ
普及職員（農業）Ａ
普及職員（水産）Ａ
一般行政Ｂ
教育行政Ｂ
警察行政Ｂ
農業Ｂ
水産Ｂ
林業Ｂ
総合土木Ｂ
建築Ｂ
一般行政Ｃ
環境科学Ｃ
社会福祉Ｃ
農業Ｃ
水産Ｃ
林業Ｃ
総合土木Ｃ
建築Ｃ
普及職員（農業）Ｃ
普及職員（水産）Ｃ

　　　　
「

　　　　　 一般行政Ａ
教育行政Ａ
警察行政Ａ
社会福祉Ａ
林業Ａ
水産Ａ
建築Ａ
環境科学Ａ
農業Ａ
総合土木Ａ
普及職員（農業）Ａ
普及職員（水産）Ａ
一般行政Ｂ
教育行政Ｂ
警察行政Ｂ
林業Ｂ
水産Ｂ
建築Ｂ
農業Ｂ
総合土木Ｂ
一般行政Ｃ

　別表中　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に改める。
　　　附　則
　この規則は、公布の日から施行する。


